
 
 
 

 

 

なくそう！工事現場からの火災 

都内のいたるところでビルの新築工事あるいは、

増・改築、修繕、模様替え等の工事が行われていま

すが、これらの工事に関連して発生した火災は、東

京消防庁管内で毎年約 100～200 件発生していま

す。 

 
 
主な出火原因 

 
 
 
 
 
１．溶接・溶断作業関係 ２．放火・放火の疑い ３．たばこ 

   

 
 
工事中の防火管理業務 

 
 
 
 
周囲を不燃性のシート等で遮へい、可

燃物の除去及び消火器等の消火準備 

可燃性物品や危険物等のそば

での火気使用の禁止 

溶接等の作業場周辺の点検や

作業中の監視 

   

 

工事現場では、溶接や溶断作業による火花の飛散又は作業員等の喫煙の不始末、更には、

夜間施錠されていない工事現場に放火されるなどが原因となって火災が発生しています。
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喫煙時の注意事項を守らせる。 工事資器材等の整理整頓と工事

現場の定期的な巡回 

夜間等の立入り禁止と出入り口

の施錠、出入者のチェック 

   

 
 
 
 
塗料、シンナー等の危険物品等を多量に使用することがあるため、危険物品等は定められた不燃性の保

管庫等に収納、施錠してその管理を徹底する。なお、現場には必要最小限の量を持ち込むようにする。

 

 
 
 
 
避難通路となるところに資材等を放置しない。 防火戸や防火シャッターの閉鎖障害となる場所に

物品を置かない。 

  

 

●喫煙管理 ●放火防止 

危険物品等の管理 ２ 

延焼拡大防止 ３ 



  

 

 
 
 

４ 消防用設備等の強化 
 

誘導灯、非常ベル、自動火災報知 

設備等の使用不能に対しては、仮 

配線による機能確保 

スプリンクラー設備や屋内消火 

栓設備の使用不能に対しては、消 

火器増強及び巡回強化 

使用不能となる避難階段がある 

場合は、他の系統の階段を使用 

 
 

 
 
 
 

５ 防災教育・訓練の徹底 
 

全工事人に工事作業中の遵守事 

項や任務分担を就業時に周知徹 

底する。 

消火器等は全員が使用できるようにするとともに、定期的な訓練を 

実施する。 

 

 
 
 
 

６ その他 
 

作業の終了時には、火元責任者が念入りな点検を実施し、その結果を工事施工責任者が防火管理者等に 

必ず報告する。 



  

 

工事期間中は、通常時と防火管理体制が異なり、既に作成した消防計画では対応できない

ため、防火管理者等が工事中の消防計画を作成し管轄消防署に届け出ます。 

 
 
 

  ３  工事中の消防計画 

（１） 新築工事の場合 
 

一定規模以上の新築工事では、管理権原者（工事現場の作業管理、工事に関する物品管理

等に係る管理権原を有する工事の受注者等）が防火管理者を選任し、選任された防火管理

者が消防計画を作成し管轄消防署に届け出ることが義務付けられています。 
 
 

●防火管理者を選任しなければならない建築物 ●消防計画に定める内容 
 

外壁及び床又は屋根を有する部分が次の 

ア、イ、ウに定める規模以上である建築物で

あって、電気工事等の工事中のもののうち

収容人員が 50 人以上のもの。 

 
ア 地階を除く階数が１１以上で、かつ、 

延べ面積が 10,000 ㎡以上 
 

イ 延べ面積が 50,000 ㎡以上 

ウ 地階の床面積の合計が 5,000 ㎡以上 
 
 

 

※収容人員とは、工事作業員等の従業員の数 

で、工事期間中で１日の従業員の数が最大 

となる数 
 

 

（２） 増・改築工事等の場合 

ア 自衛消防の組織に関すること。 

イ 消火器等の点検及び整備に関すること。 

ウ 避難経路の維持管理及びその案内に関す 

ること。 

エ 火気の使用又は取扱いの監督に関するこ 

と。 

オ 工事中に使用する危険物等の管理に関す 

ること。 

カ 防火上必要な教育に関すること。 

キ 消火、通報及び避難の訓練の実施に関する 

こと。 

ク 火災、地震その他の災害が発生した場合に 

おける消火活動、通報連絡及び避難誘導に 

関すること。 

ケ 防火管理についての消防機関との連絡に 

関すること。 

コ その他防火管理に関し必要な事項。 

 

 
 

●工事中の消防計画を届け出なければならな 

い防火対象物 

●工事中の消防計画に定める内容 

 

ア  建築基準法第７条の６に基づき特定 

行政庁に仮使用するための申請がな 

されたもの。 

イ  消防法第１７条の消防用設備等の増 

設、移設等の工事を行う防火対象物 

で、当該設備の機能を停止させるもの 

又は機能に著しく影響を及ぼすもの。 

ウ 防火対象物の構造、用途等から人命安 

全対策上又は火災予防上必要と認め 

るもの。 

 
※（１）に該当しない新築工事で、地階の階数が３以上

のもの又は地階を除く階数が１１以上で延べ面積

が３，０００㎡以上のものでは、工事施行責任者が防

火管理責任者を定め防火管理者と同様の防火管理

業務を実施させます。 

また、右の内容を定めた工事中の消防計画を作成 

し、管轄消防署に届け出ます。 

ア  すべての工事中の消防計画に定める事項 

(ｱ)工事計画及び施工に関すること。 

(ｲ)工事中の防火管理体制に関すること。 

(ｳ)工事期間中の工事人の教育・訓練の実施及 

び工事中の消防計画の周知に関すること。 

(ｴ)その他工事に伴う特異事項。 

イ  該当する場合に定める事項 

(ｱ)工事に伴い機能に支障が生じる消防用  

設備等の代替措置に関すること。 

(ｲ)工事に伴い機能に支障が生じる避難施  

設等の代替措置に関すること。 

(ｳ)火災発生危険等に対する対策に関する  

こと。 

(ｴ)工事に伴い使用する危険物等の管理に  

関すること。 

 

■届出等の詳細については、お近くの消防署へお問い合わせください。 




